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あ
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健
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ド
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２
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３
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お知らせ

ふ
と
ん
洗
濯
・
乾
燥
・
消
毒
サ
ー
ビ
ス

■問
市
社
会
福
祉
協
議
会 

☎（
37
）３
３
１
３

http://shakyo.or.jp/hp/1054/

高
齢
福
祉
課 
☎（
55
）７
１
１
６

▼
実
施
日
／
５
月
19
日（
火
）～
22
日（
金
）・

26
日（
火
）

▼
対
象
者
／

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
で
要
介

護
１
か
ら
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
要
介

護
１
か
ら
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
身
体
障
害
者（
児
）【
身
体
障
害
者
手
帳
1

ま
た
は
2
級
】

・
知
的
障
害
者（
児
）【
療
育
手
帳
Ａ
判
定
】

・
精
神
障
害
者（
児
）【
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
】

※
２
月
１
日
現
在
、
該
当
す
る
こ
と

▼
申
し
込
み
／
２
月
３
日（
月
）か
ら
21
日

（
金
）ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
各
支
所

へ※
以
前
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
も
毎
回
申
請

が
必
要

※
申
請
書
は
問
い
合
わ
せ
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▼
持
参
す
る
も
の
／
印
鑑
、
該
当
す
る
障
害

関
係
手
帳
ま
た
は
介
護
保
険
被
保
険
者
証

▼
取
扱
寝
具
／
掛
ふ
と
ん
、
敷
ふ
と
ん
、
毛

布
、
シ
ー
ツ
の
中
か
ら
合
計
4
点
ま
で

※
同
一
種
類
は
2
点
ま
で

▼
利
用
料
／
無
料

※
実
施
日
の
午
前
中
に
お
預
か
り
し
、
原
則

当
日
中
に
お
届
け
し
ま
す
。

市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

■問
収
納
課 

☎（
55
）７
１
２
１

　
市
税
は
市
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
に
必
要
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
財
源
で
あ
り
、
所
得

や
資
産
の
状
況
に
応
じ
て
、
公
平
に
負
担
し

て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
て

も
市
税
を
納
付
し
て
い
な
い
場
合
は
、
早
急

に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
市
税
を
納
め
忘
れ
て
納
期
限
が
過
ぎ
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
る
と
ど

う
な
る
の
？

Ａ
．
①
納
期
限
の
翌
日
か
ら
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
ま
す
。
②
納
期
限
後
20
日
以
内
に
督
促

状
を
送
付
し
ま
す
。
③
そ
の
ま
ま
滞
納
し
た

状
態
が
続
く
と
、
財
産
の
差
押
え
を
行
い
、

滞
納
し
て
い
る
市
税
に
充
て
る
手
続
き
を
進

め
ま
す
。

　
病
気
、
事
業
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど
の
や

む
を
得
な
い
理
由
で
、
一
括
納
付
が
難
し
い

場
合
に
は
、
分
割
納
付
に
応
じ
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
ま
ず
は
、
納
付
で
き
な
い
理
由
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
（
来
年
）
市
成
人
式

■問
生
涯
学
習
課 

☎（
55
）７
１
３
７

▼
日
時
／
令
和
３
年
１
月
10
日（
日
）

午
前
10
時
～

▼
場
所
／
文
化
会
館（
佐
屋
・
立
田
地
区
）

佐
織
公
民
館（
八
開
・
佐
織
地
区
）

▼
対
象
／
平
成
12
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
13

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

※
詳
細
は
、
来
年
度
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。「

家
庭
の
日
」
県
民
運
動
強
調
月
間

２
月
１
日（
土
）～
29
日（
土
）

■問
生
涯
学
習
課 

☎（
55
）７
１
３
７

ス
ロ
ー
ガ
ン

「
親
と
子
の　
対
話
が
つ
く
る　
よ
い
家
庭
」

　
毎
月
第
３
日
曜
日
は「
家
庭
の
日
」

　
「
家
庭
」は
か
け
が
え
の
な
い
生
活
の
基
盤

で
あ
り
、
家
族
が
互
い
の
心
の
ふ
れ
あ
い
と

連
帯
感
を
深
め
、
子
ど
も
が
人
間
と
し
て
の

生
き
方
の
基
本
を
学
ぶ
も
っ
と
も
大
切
な
教

育
の
場
で
す
。

　

今
一
度
大
人
が「
家
庭
」を
見
つ
め
直
し

て
、
子
ど
も
と
対
話
す
る
時
間
を
増
や
し
ま

し
ょ
う
。

差押えの状況
平成30年度

345件

財産の内訳

預貯金・給与・生命
保険などの債権、不
動産など

実績（収入）

約3,787万円

税務署からのお知らせ
税務署へのご相談は、電話相談をご利用ください。

番号 相　談　内　容
0 確定申告に関するご相談、申告書等の送付や相談会場に関するお問い合わせ
1 相続税、法人税、印紙税等のご相談
3 消費税の軽減税率制度についてのご質問

Step1　津島税務署へ電話をかけます　☎（26）2161
Step2　音声案内に従い、ご用件に応じて次の番号を選択

※開設時間は午前 8 時 30 分から午後 5 時までとなります（閉庁日を除く）。
※「0」番は、3 月 16 日（月）まで選択可能です。
※納付のご相談など津島税務署へご用の方は「2」を選択してください。

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  https://www.city.aisai.lg.jp/


